
申 入 書 
２０１４年７月１５日 

厚生労働省 御中 

（ご担当：訟務渉外調整係長 田谷様） 

ブラック企業対策プロジェクト 

（担当：佐藤学） 

 

 近年、多くの事業所で法定時間外労働割増賃金・法定休日労働割増賃金・深夜早朝労働

割増賃金・法内残業賃金（以下「残業代」とします）について定額の賃金をあらかじめ設

定する定額残業代制（固定残業代制）が導入され、公共職業安定所における求人票でもこ

の制度が多く見られます。しかし、この制度は残業代である旨の表記が不明瞭な場合が多

く、また、定額残業代（固定残業代）に対応する残業時間を超えても別途の清算がされな

いなど多数のトラブルが発生し、裁判所でも定額残業代制（固定残業代制）を違法とする

多くの判決が出ているところです。 

 今般、私たちは「ハローワークインターネットサービス」において、「固定残業」、「みな

し残業」のキーワードを入力し求人検索を行いました。そして、定額残業代制（固定残業

代制）を導入している求人票２００件（６月１４日検索時点でランダムに 200 事業所の求

人を調査）について、２０１４年４月１４日付け厚生労働省職業安定局主席職業指導官室

中央職業指導官 事務連絡「求人票における固定残業代等の適切な記入の徹底について」に

基づき、①固定残業代が何時間分であるかの記載の有無、②固定残業代が何時間分か記載

されているが超過した場合に別途支給する旨の記載の有無、③超過した場合に別途支給す

る旨は記載されているが、固定残業代が何時間分かの記載の有無、④時間外労働の有無に

かかわらず固定的に支給されるものであることの記載の有無、を調査しました。さらに、

上記事務連絡には不適切な記載事例の一つとしては記載されていませんでしたが、⑤最低

賃金以上の時給を保証しているか、⑥固定残業代が１時間あたりの通常賃金の割増率を上

回っているか、もチェック項目に加えて調査しました。 

 その結果、①から⑤の基準を満たさず、違法またはその疑いがある求人票が計１７９件

（８９．５％）ありました。 

 また、定額残業代制（固定残業代制）のみならず、求人票と実際の労働条件が解離し、

トラブルとなる事例も多数知られています。 

 そこで全国の公共職業安定所で公開する求人票について、下記の各点を徹底するよう要

望します。また要望に対するご回答を、担当者の方より直接面談にて伺えましたら幸いで



すので、ご検討の程よろしくお願い申し上げます。 

 

  

記 

 

1. 求人票の労働条件において定額残業代（固定残業代）の制度が導入されている場合は、

その求人を出す事業所に 

① 定額残業代（固定残業代）となる部分または手当の金額の明示 

② ①の金額に対応する時間外労働時間・法定休日労働時間・深夜早朝労働時間・法

内残業時間の明示 

③ 金額と対応する残業時間の関係について計算根拠の明示 

④ 定額残業代（固定残業代）に対応する残業時間を超える残業があった場合には別

途清算する旨の明記を徹底させること。 

2. 求人票の「時間外」の項目に「あり」と記載されている求人については、事業主に対

して３６協定の提示を求め、労働基準監督署による受理印の有無そして３６協定に記

載されている労働時間と対象職種と実際の求人票に書かれている内容の相違について

の確認ができるまで求人を掲載しないこと。 

3. 求人票の「時間外」の項目に、３６協定の延長限度である年３６０時間の一ヶ月平均

である月平均３０時間を超える時間外労働時間が記載されている場合は、その求人を

掲載しないこと。 

4. 求人票の「賃金」の項目では、「a 基本給（月額平均）又は時間額」、「b定額的に支払

われる手当」、「c その他の手当等付記事項」となっており、固定残業代は b 欄に記載

されることになっている。しかし、「定額的に支払われる手当」には、時間外割増賃金

等の計算の際に１時間あたりの基礎単価となる「通常の労働時間又は労働日の賃金の

計算額」（以下「基礎時給」とする）の算定基礎に含まれる賃金（以下「基準賃金」と

する。）と含まれないもの（除外賃金、固定残業代など）の両者があり、この欄に記載

されることになる。これでは、求職者が求人票の記載から基礎時給を把握するのは困

難であり、残業代支払いにおけるトラブルの元となる。この状況を改善するために、

①新たに欄を設け、基礎時給を記載させること、②その計算根拠が確認できるように、

a，b、c欄についての記載ルールを以下のように改めること。 

 aを基本給、b基準賃金となる手当とし、cを b以外の手当（除外賃金、固定残業代

など）と区分すること。 

 このようにすることで、a+b が基礎時給を算出する根拠となりトラブルを減らせる



と考える。 

5. 労働基準監督署と連携し、監督署などから告発を受けている会社などの求人票は掲載

しないこと。 

6. 求人票と実際の労働条件との違いがないかチェックするために採用時に労働条件明示

書を法律に基づいて提示することを徹底させること。 

7. 求人票の書式に、求人を出す事業所が「この求人票に基づいて労働契約の申込をした

労働者を採用する際には、当該労働者に対して最低でもこの求人票に記載された労働

条件を保障します。」旨の意思表示ができる欄（任意のチェック欄）を作成すること。 

8. 労働条件明示書と求人票との違いがある場合、事業所にその理由を説明をさせること。 

9. 求人票の記載と実際の労働条件に相違があったことが判明した場合、当該事業者に対

してペナルティーを設けること。（例えば相違があった場合、１年間は求人申込サービ

スを利用できないなど） 

10. 固定残業代の記載のある求人のほとんどが違法または違法の疑いがあると考えられる

ため、全国の各労働基準監督署は、固定残業代の記載のある求人を出している事業所

における残業代未払いの実態調査を行い、さらには固定残業代の記載のある求人を出

している事業所に対しては重点的に監督および指導を行うこと。 

以上 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

佐藤 学（さとう・まなぶ） 

ブラック企業対策プロジェクト事務局 

住所：東京都世田谷区北沢 4－17－15 ローゼンハイム下北沢 201号室 

TEL：080-6764-8423          

FAX：03-6845-3255 

mail：baseball11manabu@yahoo.co.jp 
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